
 

【別紙】 

調査対象団体：公益社団法人日本ライフル射撃協会 

調査対象事業：スポーツ振興くじ助成事業 

 

調査結果 

 

調査の結果、以下の項目において、適正な執行が認められません。 

 

 

1 契約手続 

くじ助成金実施要領において、「物品供給、役務請負等の契約に当たっては、仕様書を

作成し、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。また、契約金額が

100 万円以上の契約を締結する場合には、契約書を作成しなければならない。」と規定さ

れているにもかかわらず、契約書の締結、及び、見積書の徴収について当該手続きを怠っ

ていること。 



 

【別紙】 

調査対象団体：公益社団法人日本ライフル射撃協会 

調査対象事業：競技力向上事業 

 

調査結果 

 

調査の結果、以下の項目において、適正な執行が認められません。 

 

1 契約手続 

 競技力向上助成金実施要領、会計処理の手引において規定されている収支に関する証拠

書類の内、納品書を徴取されていなかったことから、適正な契約手続きを確認できないこ

と。 
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